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　 　都市計画公園中３・３・２号風越公園を次のように変更する。

「区域は計画図表示のとおり」

理　由

　飯田警察署等、都市機能の集約化の推進を図るため、公園区域の一部を変更するもの

である。

飯田都市計画公園の変更(飯田市決定)

種　別
名　　称

番号 公園名
位　置 面　積 備　考

区域の変更近隣公園 ３・３・２ 風越公園 飯田市小伝馬町１丁目 約1.10ha
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＜変更の経緯＞

　風越公園は中心市街地に位置しており、昭和53年６月に市民の慰楽に供する

事を目的として都市計画決定され、昭和55年４月に供用を開始した公園である。

　令和元年より飯田警察署の建替え及び運転免許センターの併設が検討され始

め、令和４年10月、風越公園を一部利用した、現地での飯田警察署の建替え及

び運転免許センター併設の方針が長野県警察本部から示された。また、それと

同時に、風越公園の区域内に長野県が文化施設として設置している飯田創造館

の閉館が公表された（長野県ファシリティマネジメントに基づく取組）。

＜再整備方針の検討＞

　現行の風越公園内には、児童遊戯広場、多目的広場、展示・鑑賞広場、創造

館、駐車場といった施設が整備されており、創造館の廃止に伴い、関連する施

設（展示・鑑賞広場、来館者用駐車場）は不要となる。

　再整備にあたっては、近隣公園として現状の児童遊戯広場、多目的広場等の

各種機能を維持していく。また、緑地を十分に確保するとともに緑化駐車場や

雨水浸透性舗装の園路にするなど、ストック効果が高まるよう、グリーンイン

フラの推進も図ることとする。

　上記のとおり、現公園機能が維持されるよう再整備をすることで、現在有し

ている機能が損なわれることはなく、また、都市公園の全市的な量的整備水準

においても、目標値である市民１人当たりの敷地面積15㎡以上かつ市街地にお

ける市民１人当たりの敷地面積５㎡以上を確保できることから、当公園の面積

を減ずることによる影響はないと判断した。

　それらを踏まえ、飯田市と長野県警察本部の協議の結果、風越公園の一部を

運転免許センターの敷地として利用する方針を決定した。

＜都市公園法 第16条(都市公園の保存規定)について＞

　飯田市土地利用基本方針では、都市機能を適正に配置したコンパクトな都市

づくりを推進することとしており、住みやすいまちづくりを目指して、効率的

で機能集約されたコンパクトシティの形成を図ることを基本方針としている。

　飯田市版立地適正化計画においても高次都市施設（主要な行政施設・行政機

能）については、まちなかの暮らしやすさを向上させ、まちの活力を維持する

観点、及び郊外への新規立地、移転を抑制するため、中心拠点（都市機能集積

区域）における高次都市施設の維持、立地誘導を図ることとしている。

変 更 理 由 書

3



　また、南信州地域として、かねてより運転免許センター設置の要望があり、

地元からも、飯田警察署の現地建替え及び運転免許センターの併設に関する要

望をいただいている。

　上位計画及び地域ニーズを踏まえ、警察署及び運転免許センターの郊外への

移転を防ぎ、また中心拠点への行政施設の集約化を図るためにも、警察署及び

運転免許センターとして風越公園の一部を利用することは、公園の機能を著し

く阻害することなく、都市公園法第16条第１項における「公益上特別の必要が

ある場合」と解釈できるため、都市計画公園の変更を行うものである。
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（旧）

（新）

新旧対照表

近隣公園 ３・３・２ 風越公園 飯田市小伝馬町１丁目 約1.80ha

種　別
名　　称

位　置 面　積 備　考
番号 公園名

区域の変更

種　別
名　　称

位　置 面　積 備　考
番号 公園名

近隣公園 ３・３・２ 風越公園 飯田市小伝馬町１丁目 約1.10ha
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都市計画の策定の経緯の概要 
 

飯田都市計画公園の変更（飯田市決定） 

 

3・3・2号 風越公園 

事  項 時  期 備  考 
 

地元説明会 

 

 

 

長野県知事事前協議 

 

長野県知事事前協議回答 

 

市民意見募集 

（パブリックコメント） 

 

公聴会開催の公告 

 

素案の閲覧 

 

 

公聴会 

（都市計画法第 16条第１項） 

 

地域協議会 

 

 

 

計画案の縦覧公告 

（都市計画法第 17条第１項） 

 

計画案の縦覧 

（都市計画法第 17条第１項） 

 

長野県知事協議 

（都市計画法第 19条第３項） 

 

長野県知事協議回答 

 

飯田市都市計画審議会 

（都市計画法第 19条第１項） 

 

都市計画決定告示 

（都市計画法第 20条第１項） 

 

令和 ７年 ２月 13日（木） 

令和 ７年 ２月 18日（火） 

令和 ７年 ２月 25日（火） 

 

令和 ７年 ３月 25日（火） 

 

令和 ７年 ５月 12日（月） 

 

令和 ７年 ７月 １日（火）～ 

令和 ７年 ７月 31日（木） 

 

令和 ７年 ８月 ６日（水） 

 

令和 ７年 ８月 ７日（木） 

令和 ７年 ８月 29日（金） 

 

令和 ７年 ９月 ７日（日） 

 

 

令和 ７年 ８月 26日（火） 

令和 ７年 ９月 ２日（火） 

令和 ７年 ９月 ４日（木） 

 

令和 ７年 ９月 12日（金） 

 

 

令和 ７年 ９月 16日（火）～ 

令和 ７年 ９月 29日（月） 

 

令和 ７年 ９月 17日（水） 

 

 

令和 ７年 10月 １日（水） 

 

令和 ７年 10月 15日（水） 

 

 

令和 ７年 10月 27日（月） 

 

 

橋北地区（26名出席） 

上郷地区（16名出席） 

東野地区（ 4名出席） 

 

 

 

 

 

市広報７月号掲載 

（７月１日 配布開始） 

 

 

 

市広報８月号掲載 

（７月 29日 配布開始） 

 

公述の申出がなかったため中止 

 

 

橋北地区 

上郷地区 

東野地区 

 

市広報９月号掲載 

（８月 26日 配布開始） 

 

意見書提出なし 
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昭和　53年　６月　29日 都市計画決定（長野県告示第312号）

令和　７年　10月　27日 今回の都市計画変更

都市計画公園の経緯の概要

( 3・3・2号　風越公園)
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天 竜 川 (河 川 )

飯田市卸売市場
(卸売団地)(市場)

飯田衛生センター
(汚物処理場)

松尾浄化管理センター
(終末処理場)

飯田市斎苑
(火葬場)

竜丘浄化センター

川路浄化センター

T

T

市営本町自動車駐車場
（駐車場）

市営中央駐車場
（駐車場）

リニア駅前駐車場（駐車場）

城東土地区画
整理事業

飯田
土地区画
整理事業

今宮
土地区画
整理事業

高羽土地区画整理事業

飯田復興土地区画整理事業

丸山羽場土地区画整理事業北方土地区画整理事業

川路土地区画整理事業

竜丘土地区画整理事業

６・５・１
飯田運動公園

松川緑地

７・５・１
風越公園

４・４・１
扇町公園

４・５・３
松尾鈴岡公園

４・４・２
八幡公園

５・５・１
風越山麓公園

５・５・２
元善光寺公園

３・３・５
羽場公園

３・２・３
滝の沢公園

３・３・４
矢高中央公園

３・３・２
風越公園

２・２・２０
丸山 2号公園

２・２・８
丸山 1号公園

２・２・２８
羽場第 2号公園

２・２・１３
砂払公園

２・２・２１
白山 1号公園

２・２・２７
羽場第 1号公園

２・２・１０
弁天公園

箕瀬公園

２・２・１５
浜井場公園

２・２・１２
天竜峡公園

２・２・２４
大井公園

２・２・１８
城東 2号公園

２・２・２２
白山 2号公園

２・２・５
江戸町公園

２・２・４
大王路公園

２・２・１
高羽 1号公園

２・２・６
東栄公園

２・２・２６
北方公園

２・２・１９
城東 3号公園

２・２・２５
育良公園

２・２・９
上溝公園

２・２・７
城東 1号公園

２・２・２
高羽 2号公園

２・２・１４
宮の上公園

２・２・２３
明公園

２・２・１７
西鼎公園

２・２・１１
神明公園

２・２・３
今宮公園

３
・
３
・
１　

中
央
公
園

リニア駅前多目的交流広場
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飯田市橋南第二地区
高度利用地区

市街地再開発事業区域

飯田市橋南第一地区
高度利用地区
市街地再開発事業区域

阿 智 村

下 條 村

喬 木 村

泰

阜

村

高

森

町

200 70
1.5 1.25

300 70
1.5 2.5

200 80
1.5 2.5

200 30
1.5 2.5

200 60
1.5 2.5

200 80
1.5 2.5

200 80
1.5 2.5 200 80

1.5 2.5

300 80
1.5 2.5

300 80
1.5 2.5

300 80
1.5 2.5

200 80
1.5 2.5

200 80
1.5 2.5

200 80
1.5 2.5

200 80
1.5 2.5

200 80
1.5 2.5

200 80
1.5 2.5

200 80
1.5 2.5

200 80
1.5 2.5

200 80
1.5 2.5

80 50
1.25 ―

80 50
1.25 ―

80 50
1.25 ―

80 50
1.25 ―

80 50
1.25 ―

80 50
1.25 ―

80 50
1.25 ―

80 50
1.25 ―

80 50
1.25 ―

80 50
1.25 ―

100 60
1.251.25

80 50
1.25 ―

100 60
1.251.25

100 60
1.251.25

100 60
1.251.25

50 30
1.251.25

300 80
1.5 2.5

300 80
1.5 2.5

富士見町

原村
川上村

飯田市

大鹿村
豊丘村

松川町
中川村

駒ヶ根市

箕輪町

木祖村

朝日村

山形村

安曇野市

大町市

池
田
町

松川村

生
坂
村

白馬村

木曽町

立
科
町

須坂市

佐久市

東御市

佐久穂町

高山村

小海町

南牧村

小諸市

山ノ内町

御
代
田
町

南相木村

南木曽町
高森町

大桑村 飯島町

上松町

王滝村

宮田村

南
箕
輪
村

北相木村

軽井沢町

根羽村 天龍村
売木村

阿南町平谷村

泰阜村

下條村

喬木村

中野市

小布施町

木島平村

野
沢
温
泉
村 栄村

飯綱町

小谷村
信濃町

上田市

阿智村

伊那市

南箕輪村

茅野市
諏
訪
市

松本市

岡
谷
市

下
諏
訪
町

長和町

青木村

筑北村

坂城町
麻績村

千曲市

長野市
小川村

塩尻市

辰野町

飯山市

位 置 図

売木村全図

9・6・1
南信州広域公園

1000m 0 1000 2000

1:50,000
1：15,000

0 500 1000 1500 m

1：15,000
0 500 1000 1500 m

令
和
五
年
二
月

特別用途地区 ( 大規模集客施設制限地区 )

高度利用地区・市街地再開発事業区域

建築基準法第 22 条区域

公共下水道事業計画区域

Ⅾ.　 I．   Ⅾ（S．45）

Ⅾ.　 I．   Ⅾ（H．27）

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

（山本地区店舗型性風俗特殊営業施設制限地域）

（松尾地区子育て住環境保全地域）

（上郷地区沿道型土地利用地域）

（工業専用地区）

凡　　　　　例 形態規制

～

200 60
1.251.25

1.251.25

1.251.25

1.251.25

1.251.25

1.25

容積率 建ぺい率

200 60

200 60

200 60

100 60

200 70
1.5

300 70
1.5 2.5

200 80
1.5 2.5

300 80
1.5 2.5

～200 30
1.5 2.5

200 60
1.5 2.5

400 80
1.5 2.5

200 60
1.5 2.5

200 60
1.5 2.5

80 50
ー1.25

外壁の後退距離の限度 1.0ｍ

道路
斜線

隣地
斜線

年 月 日 告示番号 年 月 日 告示番号
番号 名　称

位　置 計　画　決　定 最　終　変　更

1 飯田市時又 飯田市松尾新井 S63.10.31 県告第 686 号 H1.10.2 県告第 688 号天 竜 川

起　点 終　点

年 月 日 告示番号 年 月 日 告示番号
番号 名　称 位　置

計　画　決　定 最　終　変　更

1 飯 田 衛 生 セ ン タ ー H2.3.8 市告第  10 号 H10.7.27 市告第  49 号飯田市松尾明

年 月 日 告示番号 年 月 日 告示番号
番号 名　称 位　置

計　画　決　定 最　終　変　更

1 飯 田 市 斎 苑 S63.10.21 県告第  54 号
飯田市今宮町 4 丁目
飯田市上郷黒田

年 月 日 告示番号 年 月 日 告示番号
番号 名　称 位　置

計　画　決　定 最　終　変　更

1 飯 田 市 卸 売 市 場 S45.2.9 市告第  12 号飯田市松尾上溝

年 月 日 告示番号 年 月 日 告示番号
番　号 名　称

面　積
（ha）

計　画　決　定 最　終　変　更

1 松 川 緑 地 2.7 S54.3.12 県告第 180 号

年 月 日 告示番号 年 月 日 告示番号

0.20 S53.3.24 市告第  22 号

0.17 S53.3.24 市告第  22 号

0.20 S43.9.26 建告第 2809 号

0.10 S31.12.17 建告第 1980 号

0.20 S31.12.17 建告第 1980 号

0.20 S45.7.29 市告第  64 号

0.20 S43.9.26 建告第 2809 号

0.17 S62.1.22 市告第   5 号

0.16 S46.4.8 市告第  31 号

0.20 S42.10.5 建告第 3324 号

0.14 S45.7.29 市告第  64 号

0.20 S42.10.5 建告第 3324 号

0.18 S31.12.17 建告第 1980 号

0.30 S31.12.17 建告第 1980 号

0.37 S31.12.17 建告第 1980 号

0.28 S31.12.17 建告第 1980 号

0.20 S43.3.30 建告第 764 号

0.30 S43.9.26 建告第 2810 号

0.20 S43.9.26 建告第 2810 号

0.12 S62.1.22 市告第   6 号

0.36 S62.1.22 市告第   6 号

0.12 S62.1.22 市告第   6 号

0.18 S63.10.21 市告第  56 号

0.19 S63.10.21 市告第  56 号

0.18 S63.10.21 市告第  56 号

0.80 S63.10.21 市告第  56 号

0.10 H5.12.13 市告第 123 号

0.12 H5.12.13 市告第 123 号

1.8 S34.3.31 建告第 812 号 H22.7.1 市告第  71 号

1.8 S53.6.29 県告第 312 号

1.0 S40.3.19 建告第 604 号

2.5 S48.10.1 県告第 573 号

1.2 H5.12.13 市告第 123 号

4.8 S31.5.30 建告第 967 号 S48.6.25 県告第 359 号

5.5 S36.3.17 建告第 552 号

11.9 S36.3.17 建告第 552 号 S53.6.29 県告第 312 号

37.5 S28.8.5 建告第 1201 号 H4.11.30 県告第 801 号

19.4 S36.3.17 建告第 552 号 S55.9.22 県告第 617 号

27.7 S56.11.30 県告第 838 号 H20.6.16 県告第 392 号

15.5 S48.6.25 県告第 358 号

53.8 H2.12.13 県告第 843 号

番　号 名　称
面　積

（ha）

計　画　決　定 最　終　変　更

高 羽 1 号 公 園

高 羽 2 号 公 園

今 宮 公 園

大 王 路 公 園

江 戸 町 公 園

東 栄 公 園

城 東 1 号 公 園

丸 山 1 号 公 園

上 溝 公 園

弁 天 公 園

神 明 公 園

天 竜 峡 公 園

砂 払 公 園

宮 の 上 公 園

浜 井 場 公 園

箕 瀬 公 園

西 鼎 公 園

城 東 2 号 公 園

城 東 3 号 公 園

丸 山 2 号 公 園

白 山 1 号 公 園

白 山 2 号 公 園

明 公 園

大 井 公 園

育 良 公 園

北 方 公 園

中 央 公 園

風 越 公 園

滝 の 沢 公 園

矢 高 中 央 公 園

羽 場 公 園

扇 町 公 園

八 幡 公 園

松 尾 鈴 岡 公 園

風 越 山 麓 公 園

元 善 光 寺 公 園

飯 田 運 動 公 園

風 越 公 園

南 信 州 広 域 公 園

2 ･ 2 ･ 1

2 ･ 2 ･ 2

2 ･ 2 ･ 3

2 ･ 2 ･ 4

2 ･ 2 ･ 5

2 ･ 2 ･ 6

2 ･ 2 ･ 7

2 ･ 2 ･ 8

2 ･ 2 ･ 9

2 ･ 2 ･ 10

2 ･ 2 ･ 11

2 ･ 2 ･ 12

2 ･ 2 ･ 13

2 ･ 2 ･ 14

2 ･ 2 ･ 15

2 ･ 2 ･ 16

2 ･ 2 ･ 17

2 ･ 2 ･ 18

2 ･ 2 ･ 19

2 ･ 2 ･ 20

2 ･ 2 ･ 21

2 ･ 2 ･ 22

2 ･ 2 ･ 23

2 ･ 2 ･ 24

2 ･ 2 ･ 25

2 ･ 2 ･ 26

2 ･ 2 ･ 27

2 ･ 2 ･ 28

3 ･ 3 ･ 1

3 ･ 3 ･ 2

3 ･ 2 ･ 3

3 ･ 3 ･ 4

3 ･ 3 ･ 5

4 ･ 4 ･ 1

4 ･ 4 ･ 2

4 ･ 5 ･ 3

5 ･ 5 ･ 1

5 ･ 5 ･ 2

6 ･ 5 ･ 1

7 ･ 5 ･ 1

9 ･ 6 ･ 1

年 月 日 告示番号 年 月 日 告示番号

30 未決定 S24.3.24 建告第 179 号

22 未決定 S24.3.24 建告第 179 号 S54.12.10 県告第 743 号

県告第 743 号

16 ～ 25 未決定 S24.3.24 建告第 179 号 S54.12.10 県告第 743 号

22 4 S42.9.20 建告第 3023 号 R4.11.7 県告第 569 号

22 未決定 S43.9.16 建告第 2676 号 H4.11.30 県告第 802 号

25 4 S36.3.17 建告第 551 号 H4.11.7 県告第 569 号

16 2 S24.3.24 建告第 179 号 H31.1.28 市告第   2 号

17 未決定 S24.3.24 建告第 179 号

17 未決定 S24.3.24 建告第 179 号

11 ～ 17 未決定 S24.3.24 建告第 179 号

16 2 S24.3.24 建告第 179 号 H22.7.1 県告第 398 号

16 2 S36.3.17 建告第 551 号 R3.9.21

R3.9.21

R3.9.21

R3.9.21

市告第 175 号

県告第 499 号
16 2 S24.3.24 建告第 179 号

市告第 175 号

市告第 175 号16 2 S36.3.17 建告第 551 号

16 未決定 S42.9.20 建告第 3023 号 H7.7.3 県告第 517 号

16 2 S42.9.20 建告第 3023 号 H31.1.28 市告第   2 号

16 ～ 22 未決定 S43.9.16 建告第 2676 号

12 2 S24.3.24 建告第 179 号 H31.1.28 県告第  36 号

16 2 S24.3.24 建告第 179 号 R3.9.21 県告第 499 号

12 ～ 16 未決定 S24.3.24 建告第 179 号 S57.10.18 県告第 682 号

11 ～ 12 未決定 S33.12.23 建告第 2201 号 S58.8.4 県告第 466 号

12 ～ 22 未決定 S36.3.17 建告第 551 号 S56.7.7 市告第  47 号

12 2 S44.5.22 建告第 2835 号 R3.9.21

R3.9.21

市告第 175 号

市告第 175 号9 2 S42.9.20 建告第 3023 号

12 未決定 S36.3.17 建告第 551 号 S63.10.21 市告第  57 号

11 未決定 S24.3.24 建告第 179 号

8 ～ 11 未決定 S33.12.23 建告第 2201 号 S55.1.10 市告第   4 号

S55.1.10 市告第   4 号

6 なし S24.3.24 建告第 179 号 H22.7.1 市告第  70 号

6 なし S24.3.24 建告第 179 号 H22.7.1 市告第  70 号

12 未決定 S61.7.4 市告第  25 号

9 未決定 H3.12.13 市告第  74 号

22 4

4

H5.12.9 県告第 951 号 H31.1.28 県告第  36 号

28 未決定 H8.7.1 県告第 511 号

16 未決定 H9.6.30 県告第 425 号

14 2 H31.1.28 県告第  36 号

16 2 H31.3.5 市告第  26 号

9 未決定 S61.7.4 市告第  25 号

6 なし S59.3.15 市告第  18 号 S60.7.26 市告第  41 号

25

最　終　変　更
番　号 名　称

幅　員
（m）

車線数
計　画　決　定

大 宮 下 横 町 線

通 り 町 主 税 町 線

谷 川 線

羽 場 大 瀬 木 線

大 門 今 宮 線

北 方 座 光 寺 線

中 央 通 り 線

大 横 町 桜 町 線

長 野 飯 田 線

日ノ出町宮本町線

日之出町江戸町線

白 山 城 山 線

知 久 町 妙 琴 線

下 山 妙 琴 原 線

熊 野 殿 岡 線

時 又 中 村 線

駅 西 線

東 新 町 座 光 寺 線

飯 田 中 津 川 線

知 久 町 線

知 久 町 中 村 線

大 門 町 羽 場 線

丸 山 中 央 線

城 山 正 永 寺 原 線

飯 田 下 山 線

吾 妻 町 線

水 の 手 線

谷 川 １ 号 線

谷 川 ２ 号 線

大 井 西 の 原 線

曙 町 羽 場 線

大 門 黒 田 線

桐 林 大 明 神 原 線

大 通 り 線

座 光 寺 上 郷 線

リ ニ ア 駅 前 線

大 井 育 良 線

白 山 今 宮 線

竹 佐 北 方 線

3 ･ 2 ･ 1

3 ･ 3 ･ 2

3 ･ 3 ･ 3

3 ･ 3 ･ 4

3 ･ 3 ･ 5

3 ･ 3 ･ 6

3 ･ 4 ･ 7

3 ･ 4 ･ 8

3 ･ 4 ･ 9

3 ･ 4 ･ 10

3 ･ 4 ･ 12

3 ･ 4 ･ 13

3 ･ 4 ･ 15

3 ･ 4 ･ 16

3 ･ 4 ･ 17

3 ･ 4 ･ 19

3 ･ 4 ･ 21

3 ･ 5 ･ 22

3 ･ 4 ･ 23

3 ･ 5 ･ 24

3 ･ 6 ･ 25

3 ･ 5 ･ 26

3 ･ 5 ･ 27

3 ･ 5 ･ 28

3 ･ 5 ･ 30

3 ･ 6 ･ 32

3 ･ 6 ･ 33

3 ･ 7 ･ 35

3 ･ 7 ･ 36

3 ･ 5 ･ 37

3 ･ 6 ･ 38

3 ･ 3 ･ 39

3 ･ 3 ･ 40

3 ･ 4 ･ 41

3 ･ 5 ･ 42

3 ･ 4 ･ 43

7 ･ 6 ･ 1

8 ･ 7 ･ 1

3 ･ 3 ･45

羽 場 1 号 公 園

羽 場 2 号 公 園

14 2 R 元 .10.31 市告第  72 号リニア駅前 線3 ･ 5 ･ 44 停車場

R4.11.7 県告第 569 号

S54.12.10

S54.12.10 県告第 743 号

県告第 743 号

S54.12.10 県告第 743 号

S54.12.10 県告第 743 号

S54.12.10

総 括 図 　（ 飯 田 市 決 定 ）

飯田市羽場町 1-5-10　☎0265-52-4166　　  HARVEY（株）長野支店

飯

田

市
本図は、飯田市都市計画図および国土基本図 1：2,500 を縮小編纂したものである。 「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平 17　関公　第 412 号」　　

大 平 地 区

都市計画 道路

都市計画 緑地

都市計画 市場

都市計画 火葬場

都市計画 汚物処理場

都市計画 河川

都市計画 公園

年 月 日 告示番号 年 月 日 告示番号
番号 名　称 位　置

計　画　決　定 最　終　変　更

1 市営本町自動車駐車場 S46.4.1 市告第  30 号 H11.7.15 市告第  42 号

2 市 営 中 央 駐 車 場 S49.10.25 市告第  66 号飯田市中央通り 1 丁目

飯田市本町 1 丁目

年 月 日 告示番号 年 月 日 告示番号
番号 名　称

面　積
（ha）

計　画　決　定 最　終　変　更

1 3.3 R 元 .10.31 市告第 73 号

都市計画 広場

都市計画 駐車場

リニア駅前多目的交流広場

3 リ ニ ア 駅 前 車 場 R元 .10.31市告第  72 号飯田市飯田市上郷飯沼の一部駐

(注)

飯田市役所　建設部地域計画課　TEL 0265（22）4511

になるか、直接窓口にて所定の図書を縦覧してください。

このため、都市計画の詳細については、以下へ問い合わせ

表す線は、概略線を示しています。
本図に記載されている、それぞれの都市計画を２.

計画が変更されることがあります。

計画の概要を図に表したもので、その後に都市

本図は、令和５年１. ２　　　　月末現在における飯田都市

３・３・２号　風越公園
変更前　1.8ha
変更後　1.1ha

飯田都市計画公園の変更　総括図
3・3・２号　風越公園

凡　　　　　例

変更後区域

廃止区域

8
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